
令和５年 12 月 28 日 
 

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等 
に関する法律施行規則案、認定日本語教育機関認定基準案及び告示案 
に関するパブリックコメント（意見公募手続）の結果をお知らせします 

 

 
 

 

１．意見公募手続の概要 

（１）募集期間：令和５年８月２日～令和５年９月２０日 

（２）告知方法：文部科学省ホームページ、報道発表 

（３）意見提出方法：電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、郵送 

 

２．提出意見総数 

 730件 

 

３．提出意見の概要及び意見に対する考え方 

 別紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

＜担当＞ 文化庁国語課 

  課長   今村聡子 （内線 2837） 

  課長補佐 伊藤林太郎（内線 5760） 

電話：03－5253－4111（代表） 

  03-6734-2840（直通） 

  令和５年８月２日付けで実施しました、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため

の日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則案、認定日本語教育機関認定基準案及び

告示案に関するパブリックコメント（意見公募手続）の結果について、お知らせします。 


